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議  事 

午前10時15分  開議 

○議長（渡辺忠君） これより平成29年第２回奥州金ケ崎行政事務組合議会臨時会を開会い

たします。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 欠席通告者は、６番髙橋政一議員、10番千葉正男議員であります。 

 本日の会議は議事日程第１号をもって進めます。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第73条の規定により、議長において、５番有住修議員、７番

阿部加代子議員の２名を指名いたします。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、お手元に配付した予定表のとおり本日１日限りと

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日限りと決しました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 監査報告はお手元に印刷配付のとおりであります。これに対し質問ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 質問なしと認めます。 

 なお、本臨時会に提出のため管理者より議案３件の送付を受けております。 

 これをもって報告を終わります。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第４、議案第１号、胆江地区衛生センターごみ焼却施設基幹的設

備改良工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。小沢管理者。 

○管理者（小沢昌記君） 議案第１号、胆江地区衛生センターごみ焼却施設基幹的設備改良

工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてを事務局長からご説明申し上げます

ので、ご了承願います。 

 なお、以下議案第２号及び議案第３号についても同様に事務局長からご説明申し上げます

ので、ご了承願います。 

○議長（渡辺忠君） 渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺和也君） それでは、議案第１号、胆江地区衛生センターごみ焼却施設基
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幹的設備改良工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてを説明申し上げます。 

 本件は、入札執行前に設定いたしました予定価格が１億5,000万円以上となったことから、

地方自治法第96条第１項第８号及び奥州金ケ崎行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 本工事は、平成６年10月の供用開始から22年が経過した現在の胆江地区衛生センターごみ

焼却施設について、平成28年12月に策定した胆江地区衛生センターごみ焼却施設長寿命化計

画に基づき、老朽化した基幹的設備の更新を行うことにより、施設の延命化を図ろうとする

ものであります。 

 また、既設の焼却炉に新たに発電設備を設置し、積極的な熱エネルギーの回収を行い、ご

み焼却施設のみならず、胆江地区衛生センター内に設置している粗大ごみ処理施設、し尿処

理施設などで使用する電力についても賄おうとするものであり、発電及び省電力化により二

酸化炭素の削減率３％以上を確保し、国の循環型社会形成推進交付金を活用するものであり

ます。 

 工事の発注につきましては、構成市町の副市長、副町長、環境担当部課長等で構成する「一

般廃棄物処理施設整備検討委員会」において、工事発注仕様書等の内容について検討、協議

を重ね、事前審査型条件付一般競争入札により、本年３月１日に入札公告を行ったものであ

ります。 

 入札につきましては、去る６月20日に入札を執行し、株式会社タクマ東京支社が落札し、

契約金額79億9,200万円で請負契約を締結しようとするものであります。 

 何とぞ提案のとおりご議決くださいますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対しまして質疑ありませんか。 

 ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） この長寿命化計画につきましては、当初からご説明をいただいて

おりまして、制限付き、条件がついての一般競争入札ということになる場合、タクマさん１

社しか応じていらっしゃらないということが当初からわかっておりましたし、またそういう

ふうな状況になったのはなぜかということでご説明もいただいていたわけではありますけれ

ども、やはり既存施設がタクマさんからつくっていただいた施設であるということでありま

して、その長寿命化計画に当たりましてもその仕様書、どこの部品をどのように変えていく

のかということもタクマさんからのご助言をいただきながらつくられたものであったという

こともありまして、見積図書の依頼をしたところ、他の大手のプラントメーカーさんの方で

は他者の納入施設ということもあり、性能保証が困難であるというようなこととか、結局他

社のつくったもので性能発注方式をとられているというところもあって、なかなか他のメー

カーさんが入られないような状況に当初からなっていたというふうに思われても仕方がない

ような状況になっての入札であったのではないかなというふうに思います。このようなあり

方が適正なのか、適切なのかということが今大変入札におきましては市民の目も厳しくなっ
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ております。国の方におきましても、獣医学部の新設におきまして一つしか入ってこれない

ような状況をつくってしまったのはいかがなものかというふうなことで多くの議論がされて

いるところでございます。やはり性能発注方式とはいえ、発注仕様書の中身が問題でありま

して、そこをコンサルタントのところでとにかく多くのメーカーさんが入っていただけるよ

うな内容になっていたのかどうかということをチェックしていただかなければならなかった

わけですけれども、なかなかそのような状況にはなっていなかったということだと思います

けれども、まず１社しか入札に応じていただけなかった状況について、やはりこのような状

況でいいのか、適切なのか、適正なのかということを説明を求めたいというふうに思います。

以前からもいろいろ説明はいただいておりましたけれども、やはりこのような80億円もの費

用をかける工事の入札でありますので、慎重になるべきだというふうに思いますので、ご答

弁をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（渡辺忠君） 菅原施設管理課長。 

○施設管理課長兼長寿命化事業推進室長（菅原優君） それでは、お答えさせていただきた

いと思います。 

 まず、仕様書の部分でございますが、プラントメーカー、現在の施設のプラントメーカー、

タクマしか入れない仕様書だったのではないかという、そういった趣旨としてお答えいたし

たいと思います。 

 今回の基幹改良工事、こちらにつきましては、その発注支援業務の中で業務委託しました

日産技術コンサルタントのみでなく、発注した側に立っていろいろな立場から助言、アドバ

イスをいただける全国都市清掃会議とも協議しながら発注仕様書を作成したところでござい

ます。基本といたします発注仕様書につきましては、国が示してございます「発注仕様書作

成の手引き」、それに基づき作成したものであり、現在の施設との例えば距離ですとか深さで

すとか高さ、そういったものにつきましては制限があるものの、あとは一般的な使用部材、

そういったものを記載したものであり、特定のメーカーに偏ったそういったつくり方はして

いないと考えているものでございます。 

 もう一点でございますが、他社が入らず１者になった、そういった経過、そういった部分

と考えましてお答えさせていただきたいと思います。今回の工事でございますが、新たに新

設する工事ではなく、既存の施設を改良、改造工事するといった工事でございます。既存の

施設の構造や機能を熟知している必要、確かにそういった部分もございます。完成後におき

ましても、さまざまな性能要求をしてございますので、焼却能力とか温度、排ガス基準、そ

ういったものにつきましてもクリアしていかなければならない、そういった難しい部分もご

ざいます。実際、一般競争入札に付しまして、タクマ１者のみということでございましたが、

現在全国には約1,200ほどのごみ焼却施設がございます。大体20年から25年、30年ほどで順繰

りに新たに新設する、もしくは基幹改良工事を実施するということになりますと、単純計算

では多分、年に五、六十件の工事になるのではないかというふうに考えているところでござ
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います。そういった中で、既存のプラントメーカー以外に他社の施設をやるということは、

自社が手がけたプラントにも手間もかかるものでございますし、既存設備との取り合いにつ

きましてもリスクを負うことになるのは当然でございまして、そういった部分でも敬遠され

たところはあるのかなというふうには考えているものでございます。また、ただいま申し上

げました新設のプラント、さらには基幹改良工事の件数、そういったもの等々考えますと、

他のプラントメーカーの施設まで手をかけてやる人的資源、技術士とかそういった部分での

今基幹改良工事等々の数も多いところでございますので、そういった人的、物理的にと申し

ましょうか、そういった部分で非常に難しい部分もあったのだろうなというふうに考えてい

るところでございます。入札のそういった部分もございまして、今回の入札につきましては

１社の応札のみであったというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） やはり競争性、公平性をしっかり担保するために、１社だけの応

札というのはいかがなものであったのかということを今後も言われかねないような状況であ

るのではないかというふうに思います。例えば今回発電設備、施設も建屋も建てるというこ

とで、そちらに10億円ほどかかるわけでございますけれども、そちらの施設と今回は施設、

建屋はそのままということになりますので、その差というところが今後どのように、タービ

ン施設、発電の方は建屋を新しくするということになります。ごみ焼却の方は、そのまま既

存の施設を使うということになりますので、その建屋の寿命の違いがまた今回も出てくるわ

けでございます。今後一関市さんとのごみの焼却のあり方等もまた検討がなされるというこ

とにはなりますけれども、そういう先々の今後20年、30年先のことも考えながら施設を建て

ていかなければ、更新をしていかなければならないわけでございますけれども、その辺の協

議をやはり慎重にすべきではなかったのかというふうに思いますけれども、その点について。 

 それから、ここのごみ焼却施設の場所でございますが、昨日も秋田の方で大変な洪水があ

ったわけですが、ここも洪水の浸水地域に指定をされておりまして、そういう部分でのリス

ク管理もどうなっているのか。やはりこれだけの費用をかけて更新をするわけでございます、

また新たな建屋も建てるわけでございますので、そういうリスク管理がどのようになってい

るのかお伺いをしたいというふうに思います。 

 それと、先ほどご答弁いただいた中で、現在の施設を確認しなくても今回の更新ができた

のではないかということのお話がありましたけれども、仕様書の中には現在の意匠もきちっ

と確認をするということが入っておりますので、そういう現在の建物を確認する、状況を確

認する、そのような日程が入っていたのか、日程になっていたのかということも問題になっ

てくるのではないかなというふうに思いますけれども、その点について。 

 それから、日産技術コンサルタントさん、全都清さんですけれども、コンサルということ

でお願いをしたわけですが、本当に全都清さんもどういうアドバイスがあったのかというこ
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とは文書の方では議会の方にも提出がなされておりません。本当にその仕様書に対してきち

んと見ていただけていたのか、その辺も確認をさせていただきたいというふうに思います。

私が素人目に仕様書の方を確認させていただいたところ、重要な部分に関しては数字が入っ

ていたり、また空欄になっていたりという場所もございました。やはり重要なところを規格

を決められているというふうなことになると、現在の入っている業者しか入れないような状

況を仕様書の中につくり出していたのではないかというふうな疑念が生まれてきますので、

この点についてお伺いいたします。 

○議長（渡辺忠君） 菅原施設管理課長。 

○施設管理課長兼長寿命化事業推進室長（菅原優君） 何点かご質問いただいたところでご

ざいます。まず、タービン建屋、これを新設することによりまして電気機器、発電のための

施設でございますが、そちらの建物の耐用期間、それから現在の既存の建物、現施設の建物

でございますが、そちらの耐用期間、そちらにずれがある、そういった部分でございますが、

地元の住民で組織してございます仙人地区環境対策協議会さんという団体がございまして、

その中でも今後20年ということで、この場で衛生の施設といいますか、ごみ焼却施設、し尿

処理施設等々事業を続けさせていただくということで了解をいただき、そういった中で今回

の基幹改良工事となったところでございます。地元との約束20年、まずそこの部分につきま

しては十分健全性を保ったまま現施設を稼働していく、基幹改良後の施設を改良、運営して

いく、そういうことができるものと考えているものでございます。 

 また、一関地区との広域化ということでご質問がございました。こちらにつきましては、

たびたびご説明申し上げているところでございますけれども、県南のごみ処理広域化の基本

構想という部分で平成23年に起こりました原発被害等々、そういったところでお互いのごみ

を持ち込んだり持ち込まれたり、そういった部分で住民の方々にご心配をおかけすると、そ

ういった部分もありまして、当面の間それぞれで施設を整備すると、そういうことで調った

わけでございます。その基本構想に従いまして、今回の基幹改良工事ということで今回入札

を執行したものでございます。その広域化につきましても、いろいろ資料を集めまして、当

時の構成市町村十何団体だったかと思いますけれども、そういった中での合意でございまし

たので、十分慎重に協議されたものというふうに理解しているところでございます。 

 次でございますが、浸水被害、昨日、一昨日とかなり大量の雨が降ったということでござ

います。こちらの地区、この場所、組合につきましては、し尿処理施設から発しまして、55年

の月日、この地でこの事業をさせていただいているところでございます。55年の間に現在の

施設、また昔の施設、そういったものが浸水で被害を受けるというふうな状況にはなってご

ざいません。そういった点からも、まず50年に１度のものにつきましても、災害につきまし

ても、ここは大丈夫な場所であろうかなというふうには考えているところでございますし、

さらに浸水被害の水を防ぐといったような、未然に防ぐといいますか、水の入り口等々入っ

てこないような形で施工の工夫もしてまいりたいというふうに考えているものでございます。 
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 最後のご質問だったというふうに理解してございますが、仕様書、今回の基幹改良工事の

発注仕様書でございますが、全都清さんにどの程度見ていただいたのかというご指摘だった

と思います。全都清さんにつきましては、約10回ほどだったと思いますけれども、この発注

仕様書のあり方につきましてご協議をいただきまして、ご指導等頂戴したところでございま

す。その中で、いわゆる国の手引書に示されているとおりに、ほかのメーカーが入ってこよ

うと思えば来れる、そういった内容の仕様になっているというふうにご指導いただいたもの

というふうに考えているところでございます。また、重要なところに数値が入っていたとい

うことでございますけれども、どうしましても新設の工事と違いまして、建屋もしくは既存

の使い続ける施設、設備機器等にはサイズがございますので、必然的にそこには合わせるよ

うな形で基幹改良工事の機器を設置していただくということになりますので、そういった部

分については数値が入っているというふうに考えているところでございます。 

 文書での開示という点につきましては、ただいま申し上げましたとおり、さまざまなご助

言いただいてございまして、会議録等については作成しているところでございます。ご要望

がありましたならば会議録という形で提出いたしたいと考えてございます。 

 また、入札に関しまして、現場視察する時間的余裕があったのかというご質問でございま

すけれども、こちらにつきましては昨年の10月に意向調査しているところでございます。そ

こから考えますと、今回の入札までにつきましては約６カ月から７カ月ほどの期間があるも

のでございますので、意欲のあるプラントメーカーであれば現場視察、そういったものも可

能であったというふうに考えているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） コンサルを２つのところにお願いをしているわけでございます。

やはり会議録ということよりも、こういう結果であったというようなこととか、やはり文書

でいただいておくべきではなかったかというふうに思いますので、まずその点についてお伺

いします。 

 それから、今後焼却施設の２炉が止まるわけでございます。ごみの保管、それから移動、

他施設での焼却に関しては、億単位の費用がさらにかかってくるというふうに思われますの

で、これらの見通しについてどうなっているのかお伺いをします。 

 それから、仙環協の皆さんと地域の皆様と20年ということでお話をしたということでござ

いますけれども、タービン施設を新設します、約10億円かけます。しかし、20年ということ

になってきますと、その辺の費用対効果がどうなのかというところ、また地域の皆様とのお

話し合いをもう少し丁寧に行っておくべきではなかったのかというふうに思われますので、

その点についてお伺いします。 

 それから、今後長寿命化となったときに、維持管理に関しても同じようなことが繰り返さ

れるのではないかというふうに思いますけれども、他社が入ってこれるような状況になって
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いるのかどうかお伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（渡辺忠君） 菅原施設管理課長。 

○施設管理課長兼長寿命化事業推進室長（菅原優君） まず１点目、全都清の指導について

文書でいただいておくべきではなかったかというご質問だったと思います。基本的には、業

務を委託をしているところでございまして、業務完了の書類等についてはいただいておりま

すが、その主な内容ということにつきましては会議録でまとめているところでございます。 

 ２点目のご質問、これから基幹改良工事３年半かけて行うところでございまして、その中

で２炉が同時に休炉する期間、そのときの対応ということでございます。２炉同時に共通休

炉という形で休炉する期間につきましては、今現在３回ほどというふうに見込んでいるとこ

ろでございます。１回目は10日と、１年半ほど挟みまして、その後約30日、最終の年度、32年

度につきましては９月ごろ約10日間というふうに見込んでいるところでございます。その期

間におきましては、区域外処理、つまり奥州金ケ崎地域で発生するごみにつきましては隣接

する団体、例えますれば一関地区の広域行政組合、それから北は岩手中部の行政組合、そち

らの方の施設へある程度運んでいって処理をお願いしたいというふうに考えてございます。

今現在そちらの方の受け入れに係る、こちらでは区域外処理に係るそういった費用について

精査をしている段階でございます。 

 次に、３点目でございますが、仙環協の皆さんとタービン建屋10億円かけて20年、その後

のこの施設の運営、もうちょっと丁寧にというご質問でございました。こちらの施設につき

ましては、今現在のごみ焼却施設、平成２年に仙環協さんとの協議を重ねまして、20年後を

めどに、またそのあり方を相談しながらということで現在の施設が建っているところでござ

います。20年には若干過ぎた部分もございますが、改めまして仙環協さんとお話をさせてい

ただき、またこの地域の今までのこういった環境行政、こういった部分でお世話いただいて

いる部分もございます。そういった部分でいろいろアドバイスも頂戴しているところでござ

いまして、これから基幹改良工事を実施しまして20年、この期間につきましてはここで運営

させていただくものでございますが、改めまして25年後にはまたここでその後のあり方につ

いて相談させていただくという、そういったお約束のもとに今回基幹改良工事となってござ

いますので、これから工事が始まりますが色々進捗状況等々ご説明しながら、ご理解賜りな

がら進めていきたいというふうに考えているものでございます。 

 最後に、維持管理、竣工後の維持管理というご質問でございました。今現在の施設も同様

でございますが、プラントメーカーしか工事ができない部分、そういった部分も当然ござい

ます。そういった会社の知的所有権といいますか、そういった部分についてはなかなか手を

入れることはできないものというふうに考えてございます。ですが、それに影響を及ぼさな

い例えばクレーンですとか、例えば前処理機械ですとか、そういった部分につきましては現

在でもプラントメーカーではなく、そのクレーンならクレーンメーカー、前処理機械でした

ら前処理機械のメーカー、ダスト固化装置でしたらダスト固化装置のメーカー等々とやりと
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りをしている部分もございますので、タクマ１社のみに全て定期整備、小修繕、そういった

ものを丸投げすると、そういったようにはならないように取り組んできておりますし、その

ような形で進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ９番今野裕文議員。 

○９番（今野裕文君） 契約に実際にかかわることではありませんけれども、２つほど気に

なっていますのでお尋ねをいたします。 

 １つは、今質問がありました全炉休止期間、特にも30日間の部分について近隣の団体では

受け入れが困難だという説明をいただいたような気がするのですが、今の話ですと近隣の団

体で十分対応できるという説明だったのかどうか、その点どういう検討がされたのかお尋ね

をいたします。 

 それから、２点目は発電設備ですが、全国的には発電設備を稼働させるということになり

ますと、どうしても火力が問題になると。1,400だったかと思いますが、現状のごみの受け入

れで十分発電できるのかどうか、どういう検討がされたのかお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺忠君） 菅原施設管理課長。 

○施設管理課長兼長寿命化事業推進室長（菅原優君） 休炉期間の対応ということでござい

ます。議員ご指摘のとおり、区域外処理でその期間この施設に搬入されるべき量、それ全て

を処理することはできないものというふうに考えてございます。相手団体のごみ焼却のスケ

ジュールもございます、また相手団体のごみ焼却施設の定期整備、そういった工事の関係も

ございますので、100％全てを区域外処理に頼るということはできないものでございます。そ

うしました場合、こちらのごみ焼却施設の中にごみピットというところがございますけれど

も、そういったところで今現在保管できる量をさらにボリュームアップできないか、さらに

は悪臭等、それから汚水等発生しない、そういった部分のごみにつきまして仮置きをできな

いか、そういった部分について今現在精査を進めているところでございます。 

 ２点目でございますが、発電設備でございますが、現状のごみで発電ができるのかという

話でございました。今現在大体年間ごみ焼却施設に入ってくる量といたしましては、衛生セ

ンター内も含めますと３万9,000トンほどあるものでございます。当然タービンの新たにつく

る発電設備の点検等々ございますので、その期間におきましては発電はできないものでござ

いますが、現在の量であればほぼ予定している発電期間を見込むことはできるものというふ

うに検討したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ９番今野裕文議員。 

○９番（今野裕文君） 私どもに説明いただいたときと状況が変わっているのか、全炉休止

期間について何か検討されて改善策が出たのか、これから検討しなければならないという話

のように聞こえましたので、本当に大丈夫なのかという思いがしますけれども、工事契約そ
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のものには関係ありませんけれども、大きな問題だろうと思うのです。どういう見通しを持

っているのか、仮置きといったってここでにおいが出るとなればここには置けないでしょう

し、どういう方向性を持っているのか今の答弁ですとわからない、ちょっとうんとは言えな

い答弁だと思うのです。もう少しきちんと説明いただけないかなと思います。 

 それから、発電なのですが、どこでもそうなのですけれども、火力を維持するために廃プ

ラ等を混入しなければならないということが起きていると思うのです。その発電設備の規模

等の関係とか私はわからないからお尋ねするわけですが、高齢化、少子化、人口減の中で当

然ごみの量も減ると、それから分別処理をしてなるべくごみを出さないようにしようとやっ

ているときに、この発電施設を導入して火力を維持するためにそれと反対のことをやるとい

うような事態にはならないという検討をしたのかどうか、その点もう一度確認させてくださ

い。 

○議長（渡辺忠君） 菅原施設管理課長。 

○施設管理課長兼長寿命化事業推進室長（菅原優君） 休炉期間の部分についてまず初めに

お答えさせていただきたいと思います。本年１月、また４月ごろにご説明させていただいた

折のことだと思いますけれども、その当時休炉期間につきましては工事期間におきまして４

回というふうにご説明させていただいたものというふうに考えてございます。こちらにつき

ましては、区域外処理の相談に、一関の組合、北上の組合に参りましたところ、最初に想定

しておりましたゴールデンウイーク前後、このあたりの受け入れはできないというふうに、

そういった回答をいただいたところでございます。実際のプラントメーカーとの協議等につ

きましてはこれからになりますが、その休炉期間４回で50数日程度だったと思いますけれど

も、こちらにつきましてはその工事工程、それを工夫することにより３回ぐらいにできるの

ではないかというプラントメーカーの話も聞いておるところでございます。いずれ休炉期間

をできるだけ圧縮する、そういった部分も今現在進めているところでございますし、また一

時保管というところも、ここまでが、今現在最終形というところでございませんので、まだ

検討を進めていかなければならない部分は当然あるものというふうに考えてございます。そ

れから、ごみの減量化、そういったところにつきましても今現在取り組み始めるところでご

ざいます。そういったことで何とか休炉期間を乗り切っていきたいなというふうに考えてい

るものでございます。 

 続きまして、現在のごみの状況ということでございます。平成23年に震災がございました、

そのころまではごみはやや微減する、そういった傾向にあったところでございます。その後、

震災後、震災の時期を境にごみが大幅に増えまして、震災の影響だったものというふうに考

えてございますが、その後なかなか減っていかないという状況でございます。議員ご指摘で

ございますが、発電のために廃プラを入れるとか、そういった本来の趣旨に相反するような

そういった部分は、そういった取り組みといいますか、そういったことはやらないというの

は当然でございます。ごみの量ということに限って申し上げますれば、発電できない期間と
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いうのは当然点検で年に１カ月、２カ月、ちょっと失念しましたがございますので、その期

間ごみピットにストックし、実際のごみ焼却においては発電を行っていくと、そういった年

間のスケジュール、そういったものを調整しながらやっていけば発電効果は想定したとおり

得られると、そういった形でごみを別に増やすとか、そういったことはなくやっていけるも

のというふうに考えているところでございます。 

○議長（渡辺忠君） 渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺和也君） ただいま施設管理課長の方からご答弁をした内容に尽きるわけ

でありますけれども、私の方から少しだけ補足をさせていただきたいと思います。 

 まず、休炉期間におけるごみの処理のあり方について、当時からどういうふうに状況が変

わってきているかというお尋ねが１点あったと思いますので、この点についてお話をさせて

いただきます。現在一関のごみ処理センターと、それから後藤にございます岩手中部クリー

ンセンターの両方の広域行政組合の方に私ども担当課長以下、私も何度か行っておりますけ

れども、出向きまして、日量、具体的な数字が出てまいりました。この量であればうちは受

け入れができるという具体的な、例えばで言いますと、大体です、これは。岩手中部だと10ト

ンから12トンぐらい、例えば一関ですと大体20トンぐらいが受け入れが可能ではなかろうか

というふうな具体的な数字が見えてまいりました。そうしますと、この休炉期間におけるご

みが集められてくるであろう量が私どもの方で大体想定できますので、そうしますとその間

に岩手中部と一関へ運んで、なおかつそれでまだ全部処理できるわけではありませんので、

その分についてはごみのピットのためるところの扉を少し改造補強いたしまして、現在1,000ト

ンぐらいしかごみのピットのところにごみがためれない状況のものを、大体1,300トンから場

合によっては1,500トンぐらいまで、少しそういった補強工事をやることによってピットの中

にためる量をふやせるのではないかという見通しが出てまいりました。したがいまして、こ

ういったことなどなどを考えていきますと、現在構成市町の環境担当部課長会議等々でお願

いをしておりますのは、この30日間休むであろう平成31年の２月の１カ月間、いわゆる事業

所や役所などから出てくるいわゆる紙のごみですとか、あるいは書類のようなもの、あるい

はご家庭から出てくるであろう布団や畳、そういったような等々のものを一定程度私どもの

施設の中の空いたスペースにきちっとした形で管理をすることをやっていけば、何とかこの

１カ月を乗り切ることができるのではなかろうかという目処が出てきたところでございます。

したがいまして、現在その具体的に、ではどの事業所にどの程度の排出量があって、どうい

う呼びかけ方をしていくかというのを現在それぞれピンポイントでお願いをしようという計

画になっておる段階でございまして、そういったところが先ほど担当課長が今後減量化を呼

びかけていきたいということをお話し申し上げておりますけれども、これは具体の事業所を

ある程度絞っていき、そういった中でこの２月の１カ月間、ごみを出していただくのを少し

自粛していただく、そういったことを個々に呼びかけをしていきたいというふうに考えてお

るところでございます。 
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 それから、いわゆるタービン発電をやるために、かえって高いカロリーを得るためのごみ

を燃やさざるを得ない事態に立ち入らないのかというご心配の向きだったろうというふうに

思いますけれども、私ども今、今回の長寿命化計画の仕様書をつくる段階におきまして、大

体今使う電気の量が毎時1,500キロワットぐらいの電気が得られれば十分、このし尿処理と粗

大の方は回っていくだろうというふうに思っておりますので、大体この1,500キロワットのご

み発電を得るために必要なカロリーがどのくらいぐらい必要なのかということを計算をし、

現在受け入れているごみ質の、このごみのサンプルをとってこのごみであれば大体このくら

いぐらいのカロリーを持っているので、これだけのお湯というか、ボイラーを沸かせますと

いう、そういう論理に従ってこのタービンの発電量を決定をしたというものでございますの

で、これが今受け入れているごみの持っているカロリー量でもって十分この1,500キロワット

以上の発電は可能なものというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） なければ質疑を終結いたします。 

 討論ありませんか。 

 ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） ７番阿部加代子です。議案第１号に関しまして、反対の立場で討

論いたします。 

 まず、当地域は浸水地域でありながら、リスク対応がきちんとなされていない状況での発

注となっております。また、80億円もの費用をかけるわけでございますが、事前審査条件付

一般競争入札は他社からの参考見積が提出されていないと、この入札は適さないのではない

かというふうに考えます。もう少し慎重な対応が求められると思いますので、反対をいたし

ます。 

○議長（渡辺忠君） 討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（渡辺忠君） 起立多数であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第５、議案第２号、財産の取得に関し議決を求めることについて

を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺和也君） 議案第２号、財産の取得に関し議決を求めることについてをご

説明申し上げます。 
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 この財産の取得につきましては、江刺消防署に配備している高規格救急自動車が平成17年

の購入から12年が経過し、経年による老朽化により活動に懸念を生じてきたことから、救急

事案への迅速対応と活動時の安全確保を目的に、消防力整備計画に基づき更新するものであ

ります。 

 本件は、入札執行前に設定いたしました予定価格が2,000万円以上となったことから、地方

自治法第96条第１項第８号及び奥州金ケ崎行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の相手方につきましては、当組合の指名競争入札参加資格者のうち３者を指名し、去

る６月８日に入札を執行しましたところ、岩手トヨタ自動車株式会社水沢店が落札いたしま

したので、契約金額2,041万2,000円で物品売買契約を締結し、取得しようとするものであり

ます。 

 何とぞ原案のとおりご議決くださいますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対しまして質疑ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第６、議案第３号、財産の取得に関し議決を求めることについて

を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺和也君） 議案第３号、財産の取得に関し議決を求めることについてをご

説明申し上げます。 

 本件は、入札執行前に設定いたしました予定価格が2,000万円以上となったことから、議案

第２号と同様に、地方自治法等の定めに基づき、議会の議決を求めようとするものでござい

ます。 

 今回取得予定の回転平膜につきましては、し尿処理工程中の「ＵＦ膜分離装置」の主要な

部品で、細菌さえ通さないほどの目の細かい合成高分子からつくられる膜により、し尿に含

まれる微細な浮遊物質を取り除き、し尿汚泥と清澄な処理水とに分離する役割を果たすもの

でございます。 
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 回転平膜は、４年を経過いたしますと膜の目詰まりが薬品洗浄によっても透過能力の回復

が困難となってしまうため、計画的な交換が必要となります。 

 現在し尿処理施設には９台のＵＦ膜分離装置を設置しており、このうち今年度において２

台、261枚の回転平膜を更新するものでございます。 

 平成28年度までは、し尿処理施設定期整備工事の工事種目の中にＵＦ膜の交換を含めて工

事を実施しておりましたけれども、回転平膜は特殊な素材でできているため、購入可能な業

者が限定されておったため、直接工事費が高額になることで、結果的に定期整備工事費の諸

経費がかさむなどの懸念が年々強まってきていたものでございます。 

 このことから、今年度は回転平膜を単体で購入し、し尿処理施設定期整備工事費の低減を

図ろうとするものでございます。 

 契約の相手方につきましては、当組合の指名競争入札参加資格者のうち２者を指名し、去

る７月13日に入札を執行しましたところ、水ｉｎｇ株式会社東北支店が落札いたしましたの

で、契約金額3,382万5,600円で物品売買契約を締結し、取得しようとするものでございます。 

 何とぞ原案のとおりご議決くださいますようお願いを申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対しまして質疑ありませんか。 

 ９番今野裕文議員。 

○９番（今野裕文君） 回転平膜、一度見せていただいたことがありますが、今の説明です

と非常にばふっとしていたので、今回部品を支給するという形にすればどれだけの経費が軽

減されるのか、あるいはこの間の単価が、工事改修費がどういうふうに高くなっているのか、

もう少しご説明をいただきたいなと思います。 

○議長（渡辺忠君） 千葉水質管理課長。 

○水質管理課長（千葉美隆君） それでは、お答えいたします。 

 回転平膜を購入する場合、定期整備工事の中でどの程度の経費が削減されるのかというこ

とでのご質問だと思いました。間接工事費となる諸経費ですけれども、共通仮設費、現場管

理費、一般管理費合わせて480万円程度の削減になるのではないかというふうに設計の段階で

考えているところでございます。 

○議長（渡辺忠君） ９番今野裕文議員。 

○９番（今野裕文君） 今の金額は、480万円という金額は、両方の系統、１系統変えるため

にそれだけの削減ということですか。今までもそうだったのではないのかなという思いがあ

るのですけれども、そこら辺の事情についてもう少し説明いただけませんか。 

○議長（渡辺忠君） 千葉水質管理課長。 

○水質管理課長（千葉美隆君） それでは、定期整備工事の方の今までの経過ということで、

回転平膜の経過についてお話しさせていただきます。 

 先ほど来申し上げていますとおり、工事価格の抑制を目的に今回から分離するものでござ

います。以前から工事価格の抑制のために定期整備工事で使用する部品につきましては、反
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応槽循環ポンプのポンプ用のゲートバルブであったり、パールロータリージョイントであっ

たり、減速機であったり支給可能部品については支給をしてきたところでございます。です

が、回転平膜については製造メーカーからの直接の取引をすることができず、プラントメー

カーを介した一部の業者でしか取引ができないものでございました。そこで、プラントメー

カーと協議を以来ずっと重ねてきたわけですけれども、協議の際に他団体調査の実施経過等

交えることで、今年度から購入が可能となり支給品とすることが可能になったものでござい

ます。 

○議長（渡辺忠君） 渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺和也君） 私の方から少しだけ補足をさせていただきます。実はこの回転

平膜というのは日立の製品でございまして、当初からこれを入れて毎年更新をしてくるたび

に、何としてもこの製造メーカーから安く買いたいと思ってずっと交渉してきたそうなので

ございます。しかしながら、この製造メーカーではいわゆる代理店制度があって、いわゆる

特定の代理店を通さないと、直ではそれぞれのクライアントに販売をしないという大変かた

くなな態度で、歴代の担当者も何でこんなに高いものが値引きができないのだということで

随分、いえば、けんかをしながらやってきたという状況でございました。そういう中で、昨

年から今年にかけて実は、全国の色々なし尿処理施設を調べてみましたところ、何カ所かで

直接買ったり、あるいは直接買えないまでも何件かの代理店を通すことを競争させることに

よって、私どもがこれまで買ってきていたよりも安く買えているというふうな事例がいくつ

か調べた結果見えてまいりました。したがって、担当課の方では、実際に全国ではそうやっ

てこの代理店を何社か競争させることによって、実際に単価が安くなっているのではないか

ということを、何カ月も大分この業者の方とやりとりをしまして、それで業者の方でも、そ

うであればではこことここの代理店であれば私どもの方で物は出せますというふうなことが、

いわばしぶしぶ向こうが認めてきたというふうな状況でございまして、これはこれまでも同

じであったのではないかというご指摘は全くそのとおりだろうと思いますけれども、少なく

ともこの一、二年で全国のさまざまな事例を我々調査をし、実際にそういうのをやっている

ではないかということを交渉に当たってきた結果、やっとここまで来ているというふうな状

況になっているということは少しご承知おきをお願いしたいというふうに思うものでござい

ます。 

 ちなみに、これまで１枚16万8,000円という見積もりでありましたものが、今回は１枚12万

円というところまで下がってきているというふうなことでございまして、ただ来年もこうい

う同じような状況になるかどうかわかりませんけれども、毎年いずれこの膜の購入費は今後

こういう形で、いわゆる部品だけを安く買って、あと工事にはその部品を支給してやるとい

う形で工事費の方を抑えていく、両方の効果をねらっているというものでございます。 

○議長（渡辺忠君） 質疑を終結いたします。 

 討論ありませんか。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第７、閉会中の事務調査についてを議題といたします。 

 概要につきましてはお手元に印刷配付のとおりであります。 

 お諮りいたします。本件を閉会中の事務調査とすることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって、本件は閉会中の事務調査とすること

に決定いたしました。 

 以上をもって本臨時会に付議した事件は全て議了いたしました。 

 これをもって平成29年第２回奥州金ケ崎行政事務組合議会臨時会を閉会いたします。一同

ご起立願います。ご苦労さまでした。 

午前11時10分 閉会 
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